
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　

　移動通信端末機と基地局間に設定された （ｒａｄｉｏ　ａｃｃｅｓｓ　
ｂｅａｒｅｒ；以下、ＲＡＢと略称す）が基準値以上であるかを判断する過程と、
　基準値以上であると、パケットサービスタスクの優先順位を上げてパケットサービスを
実行する過程と、
　前記パケットサービスの終了時にパケットサービスタスクの優先順位を復帰する過程と
、を順次行うことを特徴とする移動通信端末機のパケットサービス性能向上方法。
【請求項２】
　前記基準値は、パケットサービスタスクを既設定された優先順位に処理し得る限界速度
であることを特徴とする請求項１記載の移動通信端末機のパケットサービス性能向上方法
。
【請求項３】
　前記基準値は、一つ以上の速度値であって、各速度領域によって優先順位を相違に適用
することを特徴とする請求項１記載の移動通信端末機のパケットサービス性能向上方法。
【請求項４】
　前記パケットサービスを実行する過程は、
　基地局からパケットデータプロトコール（Ｐａｃｋｅｔ　ｄａｔａ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ
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；以下、ＰＤＰと略称す）モディファイ要請メッセージ（ｍｏｄｉｆｙ　Ｒｅｑｕｅｓｔ
　ｍｅｓｓａｇｅ）を受信する過程と、
　変更可能であると、前記基地局にＰＤＰモディファイ許容メッセージ（ＰＤＰ　ｍｏｄ
ｉｆｙ　Ａｃｃｅｐｔ　ｍｅｓｓａｇｅ）を送信する過程と、を更に行うことを特徴とす
る請求項１記載の移動通信端末機のパケットサービス性能向上方法。
【請求項５】
　変更が不可能であると、前記基地局にＰＤＰモディファイ拒絶メッセージ（ＰＤＰ　Ｍ
ｏｄｉｆｙ　Ｒｅｊｅｃｔ　ｍｅｓｓａｇｅ）を送信することを特徴とする請求項４記載
の移動通信端末機のパケットサービス性能向上方法。
【請求項６】
　

　移動通信端末機と基地局間にパケットサービスのための呼びを設定する過程と、
　設定されたＲＡＢを検索して基準値以上であるかを判断する過程と、
　基準値以上であると、パケットサービスタスクの優先順位を上げてパケットサービスを
実行する過程と、
　基地局の要請によってパケットデータプロトコール（Ｐａｃｋｅｔ　ｄａｔａ　ｐｒｏ
ｔｏｃｏｌ）を変更する過程と、
　前記パケットサービス終了メッセージが入力されると、パケット呼びを解除して前記パ
ケットサービスタスクの優先順位を低い優先順位に調節する過程と、を順次行うことを特
徴とする移動通信端末機のパケットサービス性能向上方法。
【請求項７】
　前記パケットデータプロトコール（Ｐａｃｋｅｔ　ｄａｔａ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ）を変
更する過程は、
　基地局からＰＤＰモディファイ要請メッセージを受信する過程と、
　ＰＤＰ変更が許されると、前記基地局にＰＤＰモディファイ許容メッセージを送信する
過程と、
　変更されたＰＤＰに係るＲＡＢと前記基準値とを比較し、パケットサービスタスクの優
先順位を再調節する過程と、を順次行うことを特徴とする請求項６記載の移動通信端末機
のパケットサービス性能向上方法。
【請求項８】
　ＰＤＰ変更を許さないと、前記基地局にＰＤＰモディファイ拒絶メッセージ（ＰＤＰ　
Ｍｏｄｉｆｙ　Ｒｅｊｅｃｔ　ｍｅｓｓａｇｅ）を送信する過程と、
　前記パケットサービスタスクの優先順位を維持してパケットサービスを遂行する過程と
、を順次行うことを特徴とする請求項７記載の移動通信端末機のパケットサービス性能向
上方法。
【請求項９】
　前記パケットサービスを終了する過程は、
　前記パケットサービスタスクの優先順位が高く変更されていると、低い優先順位に復帰
する過程と、
　前記パケットサービスタスクの優先順位が変更されないと、該当優先順位を維持する過
程と、を順次行うことを特徴とする請求項６記載の移動通信端末機のパケットサービス性
能向上方法。
【請求項１０】
　前記基準値は、
　パケットサービスタスクを既設定された優先順位に処理し得る限界速度であることを特
徴とする請求項６記載の移動通信端末機のパケットサービス性能向上方法。
【請求項１１】
　前記基準値は、一つ以上の速度値であって、各速度領域によって優先順位を相違に適用
することを特徴とする請求項６記載の移動通信端末機のパケットサービス性能向上方法。
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【請求項１２】
　

　移動通信端末機と基地局間にパケットサービスのために呼びを設定する過程と、
　ＲＡＢを検索して既設定された基準値以上であるかを判断する過程と、
　基準値以上であると、パケットサービスタスクの優先順位を上げてパケットサービスを
実行する過程と、
　基地局からＰＤＰモディファイ要請メッセージが受信されるかを確認する過程と、
　ＰＤＰを変更する場合、基地局にＰＤＰモディファイ許容メッセージを伝送し、パケッ
トサービスタスクの優先順位を再調節する過程と、
　パケットサービスの終了時、前記パケットサービスタスクの優先順位は、元来の低い優
先順位に復帰する過程と、を順次行うことを特徴とする移動通信端末機のパケットサービ
ス性能向上方法。
【請求項１３】
　前記基準値は、パケットサービスタスクを既設定された優先順位に処理し得る限界速度
であることを特徴とする請求項１２記載の移動通信端末機のパケットサービス性能向上方
法。
【請求項１４】
　前記基準値は、一つ以上の速度値であって、各速度領域によって優先順位を相違に適用
することを特徴とする請求項１２記載の移動通信端末機のパケットサービス性能向上方法
。
【請求項１５】
　パケットサービスタスクの優先順位を再調節する過程は、
　変更されたＰＤＰに係るＲＡＢと前記既設定された基準値とを比較する過程と、
　前記ＲＡＢが基準値以上であるとき、前記パケットサービスタスクの優先順位を高める
過程と、
　前記ＲＡＢが基準値以上ではないとき、前記パケットサービスタスクの優先順位を維持
する過程と、を順次行うことを特徴とする請求項１２記載の移動通信端末機のパケットサ
ービス性能向上方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動通信端末機のパケットサービスの性能を向上する方法に係るもので、詳
しくは、移動通信端末機を利用した通信網で実時間処理が要求されるサービスに影響を与
えることなく、所定基準によってパケットサービスタスクの優先順位を可変し得る移動通
信端末機のパケットサービス性能向上方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近、３世代通信網を支援する移動通信端末機は、パケットサービスを利用したＶＯＤ
（Ｖｉｄｅｏ　Ｏｎ　Ｄｅｍａｎｄ）、マルチメディアメッセージサービスなどのマルチ
メディアストリーミングを提供することができるし、且つ、画像通話サービスも既に商用
化されて使われている。又、音声通話と共に情報データを伝送し得る同時サービス（ｃｏ
ｎｃｕｒｒｅｎｔ　ｓｅｒｖｉｃｅ）も可能である。
【０００３】
　図２は、一般の３世代通信網を支援する移動通信端末機でパケットサービスを処理する
ための構造を示した概略図で、図示されたように、マルチメディアストリーミングを含ん
だパケットサービスを提供し得る３世代移動通信端末機は、その内部にＴＥ（Ｔｅｒｍｉ
ｎａｌ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）という内蔵型アプリケーション（ｅｍｂｅｄｄｅｄ　ａｐ
ｐｌｉｃａｔｉｏｎ）１０と、通信プロトコール部２０と、を包含して構成される。
【０００４】
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　且つ、前記アプリケーション１０は、一般に、ＴＣＰ（ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｃ
ｏｎｔｒｏｌ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ）／ＩＰ（ｉｎｔｅｒｎｅｔ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ）／Ｐ
ＰＰ（Ｐｏｉｎｔ－ｔｏ－Ｐｏｉｎｔ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ）スタックを処理し得る機能を
意味し、広い意味の使用者インターフェースを含むこともある。ここで、前記移動通信端
末機に適用される上位アプリケーションは、パケットサービス及びインターネット通信プ
ロトコールを支援して使用者に各種パケットデータ送受信及び使用者インターフェースを
提供し得る手段をいう。
【０００５】
　前記通信プロトコール部２０は、前記アプリケーション１０に連結されて、実際のパケ
ットサービスを処理するプロトコール部（ＴＣＰ／ＵＤＰ／ＩＰ／ＰＰＰ）２２と、該プ
ロトコール部２２をアプリケーション１０に連動するためのソケットＡＰＩ（ａｐｐｌｉ
ｃａｔｉｏｎ　ｐｒｏｇｒａｍ　ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）２１と、を包含して構成される。
【０００６】
　又、前記移動通信端末機は、多様なサービスを支援するために内部に全てのタスクを処
理する運営体制が備えられ、該運営体制は、多様なタスクに対する優先順位を附与して各
順位別にタスク処理を交番して実施するため、全体のシステム的観点では、マルチタスキ
ングを具現する。
【０００７】
　一般に、前記移動通信端末機でパケットサービスを処理するためにタスクに附与される
優先順位は相対的に低いが、最も優先順位が低い節電モード（ｓｌｅｅｐ　ｍｏｄｅ）を
処理するためのタスク及びメニューを処理するためのタスクよりは若干高い優先順位を有
する。即ち、前記移動通信端末機が実際的に如何なる動作や処理を遂行しない時にパケッ
トサービスを処理し得る状態となる。
【０００８】
　従って、前記パケットサービスを処理するためのタスクは、優先順位の高い他のタスク
を処理した後に処理し得るため、遅延時間が長引いて、通信網から提供するデータ伝送速
度を移動通信端末機のパケットサービス処理速度が追いつくことができないため、前記パ
ケットサービス性能が顕著に低くなる場合が頻繁に発生するという不都合な点があった。
【０００９】
　即ち、現在の３世代通信網におけるパケットサービスは、最大アップリンクデータレー
ト（ｕｐｌｉｎｋ　ｄａｔａ　ｒａｔｅ）が６４ｋｂｐｓで、ダウンリンクデータレート
（ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｄａｔａ　ｒａｔｅ）が３８４ｋｂｐｓを支援するが、前記移動通
信端末機と基地局間に、 （ｒａｄｉｏ　ａｃｃｅｓｓ　ｂｅａｒｅｒ）Ｒ
ＡＢが３８４ｋｂｐｓに設定されることで、前記移動通信端末機が最大速度でパケットを
受信しても、前記パケットサービスタスクの優先順位があまり低いので、パケットサービ
スの性能が最大に具現されない。
【００１０】
　前記のような問題点を解決するため、前記パケットサービスタスクの優先順位をパケッ
トサービス性能に影響を与える他のタスクの優先順位より高くすると、実時間に実現しな
ければならない音声サービス及び画像電話サービスが影響を受ける。従って、従来の移動
通信端末機のパケットサービスは、前記移動通信端末機がパケットサービスを遂行する時
のみに前記パケットサービスタスクの優先順位を上げてやるが、前記パケットサービスを
終了する時には、元来の優先順位に復帰させるという方法にてパケットサービスの性能を
向上させた。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　然るに、このような従来の移動通信端末機のパケットサービス方法においては、移動通
信端末機がパケットサービスのみを処理する時は、他のサービスに影響を与えることなく
、性能を向上させることができるが、音声サービス及びパケットサービスを同時に具現す
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る場合は、実時間で処理すべきである前記音声サービスに影響を与え、実時間で処理しな
くても良いパケットサービスタスクの優先順位が低くなり、よって、移動通信端末機のパ
ケットサービス処理時間が長引いてパケットサービスの性能が低下するという不都合な点
があった。
【００１２】
　且つ、このような問題点を解決するため、パケットサービスタスクの優先順位のみを高
める場合には、実時間処理が要求される他のサービスに影響を及ぼすという不都合な点が
あった。
【００１３】
　本発明は、このような従来の課題に鑑みて案出されたもので、移動通信端末機と基地局
が所定通信速度以上に連結される場合のみに、パケットサービスタスクの優先順位を上げ
て処理することで、実時間サービスに影響を及ぼすことなく、最大伝送速度でパケットサ
ービスを具現する移動通信端末機のパケットサービス性能向上方法を提供することを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　このような目的を達成するため、本発明に係る移動通信端末機のパケットサービス性能
向上方法においては、移動通信端末機と基地局間に設定された ベアラ（ｒａｄｉ
ｏ　ａｃｃｅｓｓ　ｂｅａｒｅｒ）ＲＡＢが基準値以上であるかを判断する過程と、基準
値以上の際、前記パケットサービスタスクの優先順位を上げてパケットサービスを実行す
る過程と、前記パケットサービス終了時にパケットサービスタスクの優先順位を復帰する
過程と、を順次行うことを第１特徴とする。
【００１５】
　本発明に係る移動通信端末機のパケットサービス性能向上方法においては、移動通信端
末機と基地局間にパケットサービスのための呼びを設定する過程と、該設定されたＲＡＢ
を検索して基準値以上であるかを判断する過程と、基準値以上であるとき、パケットサー
ビスタスクの優先順位を上げてパケットサービスを実行する過程と、基地局の要請によっ
てパケットデータプロトコール（Ｐａｃｋｅｔ　ｄａｔａ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ）を変更す
る過程と、前記パケットサービス終了メッセージが入力されると、パケット呼びを解除し
て前記パケットサービスタスクの優先順位を低い優先順位に調節する過程と、を順次行う
ことを第２特徴とする。
【００１６】
　本発明に係る移動通信端末機のパケットサービス性能向上方法においては、移動通信端
末機と基地局間にパケットサービスのために呼びを設定する過程と、ＲＡＢを検索して既
設定された基準値以上であるかを判断する過程と、基準値以上であるとき、パケットサー
ビスタスクの優先順位を上げてパケットサービスを実行する過程と、基地局からＰＤＰモ
ディファイ要請メッセージが受信されるかを確認する過程と、前記ＰＤＰを変更する場合
、基地局にＰＤＰモディファイ許容メッセージを伝送し、パケットサービスタスクの優先
順位を再調節する過程と、前記パケットサービスの終了時に前記パケットサービスタスク
の優先順位を元来の低い優先順位に復帰する過程と、を順次行うことを第３特徴とする。
【００１７】
　本発明による移動通信端末機のパケットサービス性能向上方法は、移動通信端末機と基
地局間に設定された （ｒａｄｉｏ　ａｃｃｅｓｓ　ｂｅａｒｅｒ；以下、
ＲＡＢと略称す）が基準値以上であるかを判断する過程と、基準値以上であると、パケッ
トサービスタスクの優先順位を上げてパケットサービスを実行する過程と、前記パケット
サービスの終了時にパケットサービスタスクの優先順位を復帰する過程と、を順次行うこ
とを特徴とし、それにより上記目的が達成される。
【００１８】
　前記基準値は、パケットサービスタスクを既設定された優先順位に処理し得る限界速度
であることを特徴としてもよい。
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【００１９】
　前記基準値は、一つ以上の速度値であって、各速度領域によって優先順位を相違に適用
することを特徴としてもよい。
【００２０】
　前記パケットサービスを実行する過程は、基地局からパケットデータプロトコール（Ｐ
ａｃｋｅｔ　ｄａｔａ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ；以下、ＰＤＰと略称す）モディファイ要請メ
ッセージ（ｍｏｄｉｆｙ　Ｒｅｑｕｅｓｔ　ｍｅｓｓａｇｅ）を受信する過程と、変更可
能であると、前記基地局にＰＤＰモディファイ許容メッセージ（ＰＤＰ　ｍｏｄｉｆｙ　
Ａｃｃｅｐｔ　ｍｅｓｓａｇｅ）を送信する過程と、を更に行うことを特徴としてもよい
。
【００２１】
　変更が不可能であると、前記基地局にＰＤＰモディファイ拒絶メッセージ（ＰＤＰ　Ｍ
ｏｄｉｆｙ　Ｒｅｊｅｃｔ　ｍｅｓｓａｇｅ）を送信することを特徴としてもよい。
【００２２】
　移動通信端末機と基地局間にパケットサービスのための呼びを設定する過程と、設定さ
れたＲＡＢを検索して基準値以上であるかを判断する過程と、基準値以上であると、パケ
ットサービスタスクの優先順位を上げてパケットサービスを実行する過程と、基地局の要
請によってパケットデータプロトコール（Ｐａｃｋｅｔ　ｄａｔａ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ）
を変更する過程と、前記パケットサービス終了メッセージが入力されると、パケット呼び
を解除して前記パケットサービスタスクの優先順位を低い優先順位に調節する過程と、を
順次行うことを特徴としてもよい。
【００２３】
　前記パケットデータプロトコール（Ｐａｃｋｅｔ　ｄａｔａ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ）を変
更する過程は、基地局からＰＤＰモディファイ要請メッセージを受信する過程と、ＰＤＰ
変更が許されると、前記基地局にＰＤＰモディファイ許容メッセージを送信する過程と、
変更されたＰＤＰに係るＲＡＢと前記基準値とを比較し、パケットサービスタスクの優先
順位を再調節する過程と、を順次行うことを特徴としてもよい。
【００２４】
　ＰＤＰ変更を許さないと、前記基地局にＰＤＰモディファイ拒絶メッセージ（ＰＤＰ　
Ｍｏｄｉｆｙ　Ｒｅｊｅｃｔ　ｍｅｓｓａｇｅ）を送信する過程と、前記パケットサービ
スタスクの優先順位を維持してパケットサービスを遂行する過程と、を順次行うことを特
徴としてもよい。
【００２５】
　前記パケットサービスを終了する過程は、前記パケットサービスタスクの優先順位が高
く変更されていると、低い優先順位に復帰する過程と、前記パケットサービスタスクの優
先順位が変更されないと、該当優先順位を維持する過程と、を順次行うことを特徴として
もよい。
【００２６】
　前記基準値は、パケットサービスタスクを既設定された優先順位に処理し得る限界速度
であることを特徴としてもよい。
【００２７】
　前記基準値は、一つ以上の速度値であって、各速度領域によって優先順位を相違に適用
することを特徴としてもよい。
【００２８】
　本発明による移動通信端末機のパケットサービス性能向上方法は、移動通信端末機と基
地局間にパケットサービスのために呼びを設定する過程と、ＲＡＢを検索して既設定され
た基準値以上であるかを判断する過程と、基準値以上であると、パケットサービスタスク
の優先順位を上げてパケットサービスを実行する過程と、基地局からＰＤＰモディファイ
要請メッセージが受信されるかを確認する過程と、ＰＤＰを変更する場合、基地局にＰＤ
Ｐモディファイ許容メッセージを伝送し、パケットサービスタスクの優先順位を再調節す
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る過程と、パケットサービスの終了時、前記パケットサービスタスクの優先順位は、元来
の低い優先順位に復帰する過程と、を順次行うことを特徴とし、それにより上記目的が達
成される。
【００２９】
　前記基準値は、パケットサービスタスクを既設定された優先順位に処理し得る限界速度
であることを特徴としてもよい。
【００３０】
　前記基準値は、一つ以上の速度値であって、各速度領域によって優先順位を相違に適用
することを特徴としてもよい。
【００３１】
　パケットサービスタスクの優先順位を再調節する過程は、変更されたＰＤＰに係るＲＡ
Ｂと前記既設定された基準値とを比較する過程と、前記ＲＡＢが基準値以上であるとき、
前記パケットサービスタスクの優先順位を高める過程と、前記ＲＡＢが基準値以上ではな
いとき、前記パケットサービスタスクの優先順位を維持する過程と、を順次行うことを特
徴としてもよい。
【発明の効果】
【００３２】
　このように、本発明に係る移動通信端末機のパケットサービス性能向上方法においては
、移動通信端末機がパケットサービスを利用する時、最大伝送速度を具現し得るようにす
ることで、実時間サービス及びパケットサービスを同時に利用し得る同時サービスを利用
する時は、実時間サービスに影響を与えることなく、パケットサービスを向上し得るとい
う効果がある。
【００３３】
　又、本発明に係る移動通信端末機のパケットサービス性能向上方法においては、内部プ
ログラムの変更のみによりパケットサービスの性能を改善して使用者の信頼性を向上し得
るという効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３４】
　以下、本発明の実施の形態に対し、図面に基づいて説明する。
【００３５】
　図１は、本発明に係る移動通信端末機のパケットサービス性能向上方法を示したフロー
チャートで、１２８ｋｂｐｓを基準にパケットサービスタスクの優先順位を変更する実施
例が示されてある。
【００３６】
　先ず、使用者がパケットサービスを利用するため、移動通信端末機に内蔵された多様な
パケットサービスアプリケーションのメニューに進入した後（Ｓ１１）、‘ｓｅｎｄ’キ
ーを押して該当パケットサービスのためのパケット呼び設定を試みる（Ｓ１２）。
【００３７】
　基地局と前記移動通信端末機間にパケット呼びが正常に設定されると、パケットデータ
プロトコール活性化許容メッセージ（Ｐａｃｋｅｔ　ｄａｔａ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ　Ａｃ
ｔｉｖａｔｅ　Ａｃｃｅｐｔ　Ｍｅｓｓａｇｅ）が発生してパケットサービスのために連
結され、前記パケット呼びが正常に設定されないと、ＰＤＰ活性化拒絶メッセージ（Ｐａ
ｃｋｅｔ　ｄａｔａ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ　Ａｃｔｉｖａｔｅ　Ｒｅｊｅｃｔ　Ｍｅｓｓａ
ｇｅ）を発生してパケットサービスが連結されない。
【００３８】
　前記基地局と移動通信端末機間にパケット呼びが設定されると、前記移動通信端末機は
、前記基地局と設定されたＲＡＢ（ｒａｄｉｏ　ａｃｃｅｓｓ　ｂｅａｒｅｒ）が１２８
ｋｂｐｓ以上であるかを判断する（Ｓ１３）。
【００３９】
　本発明の実施例においては、１２８ｋｂｐｓをパケットサービスタスクの優先順位を変
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更する基準値として使用するが、多様な基準によって色々な範囲の速度を判断し、それに
係る各パケットサービスタスクの優先順位を設定することができる。この時、本実施例に
おいて、１２８ｋｂｐｓを基準値に利用することは、現在、移動通信網の一つの基地局に
おいては、最大伝送速度が３８４ｋｂｐｓの移動通信端末機を最大４台まで連結し得るの
で、音声サービスとパケットサービスとが同時に具現される同時サービスを利用するため
に、前記ＲＡＢが１２８ｋｂｐｓに制限されなければならない。
【００４０】
　又、前記ＲＡＢが１２８ｋｂｐｓ以下である場合、現在設定されたパケットサービスタ
スクの優先順位を維持しながら選択されたアプリケーションのパケットサービスを遂行し
（Ｓ１５）、前記ＲＡＢが１２８ｋｐｂｓ以上である場合には、前記パケットサービスタ
スクの優先順位を高く設定した後（Ｓ１４）、選択されたアプリケーションのパケットサ
ービスを遂行する（Ｓ１５）。
【００４１】
　即ち、前記移動通信端末機と基地局間に設定されたＲＡＢが１２８ｋｂｐｓ以下に設定
されていると、音声サービスのような実時間処理サービスに影響を及ぼすことがないよう
にパケットサービスタスクの優先順位を低く維持し、設定されたＲＡＢが１２８ｋｂｐｓ
から３８４ｋｂｐｓの間であると、パケットサービスの性能を向上させるため、前記パケ
ットサービスタスクの優先順位を高く変更する。
【００４２】
　次いで、使用者からパケットサービス終了メッセージが入力されるかを感知し（Ｓ１６
）、該終了メッセージが入力されると、前記基地局と移動通信端末機間に設定されたパケ
ット呼びを解除し（Ｓ１７）、前記パケットサービスタスクの優先順位に変動があるかを
判断する（Ｓ１８）。この時、前記終了メッセージは使用者が‘ＥＮＤ’キーを押して入
力するか、又は通信網の異常により受信されるＰＤＰ解除要請（ＰＤＰ　Ｄｅａｃｔｉｖ
ａｔｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）メッセージである。
【００４３】
　次いで、前記パケットサービスタスクの優先順位が変動された場合には、優先順位を下
げて元来の優先順位に復帰させて（Ｓ１９）、該優先順位が変動されない場合には、現在
状態を維持させることで、前記パケットサービスを終了する。
【００４４】
　又、前記パケットサービスが遂行される間に前記移動通信端末機が基地局からＱｏＳ（
Ｑｕａｌｉｔｙ　ｏｆ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）の変更を要請するＰＤＰ変更要請（ＰＤＰ　Ｍ
ｏｄｉｆｙ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）メッセージを受信すると（Ｓ２０）、前記移動通信端末機
は、ＰＤＰ変更許容（ＰＤＰ　Ｍｏｄｉｆｙ　Ａｃｃｅｐｔ）メッセージを移動通信網に
伝送した後、前記ＱｏＳに該当するＰＤＰに変更する（Ｓ２１）。そして、変更されたＰ
ＤＰのＲＡＢと既設定されたＲＡＢの基準値を比較し（Ｓ１３）、前記パケットサービス
タスクの優先順位を調節する過程（Ｓ１４）を反復する。
【００４５】
　然し、前記移動通信端末機が前記ＰＤＰ変更許容要請メッセージを受信し得ないか、又
は前記ＰＤＰ変更を許容し得ないと、ＰＤＰ変更拒絶（ＰＤＰ　Ｍｏｄｉｆｙ　Ｒｅｊｅ
ｃｔ）メッセージを前記基地局に伝送した後、現在の設定通りにパケットサービスを遂行
する（Ｓ１５）。
【００４６】
　前記本発明に係る移動通信端末機のパケットサービス性能向上方法においては、移動通
信端末機がパケットサービスを利用する場合、設定されたＲＡＢの速度と所定基準通信速
度とを比較して、前記基準通信速度以上に基地局と連結される場合のみに前記移動通信端
末機で処理するパケットサービスタスクの優先順位を上げる。次いで、パケットサービス
が終了すると、変更されたパケットサービスタスクの優先順位を復帰させる。
【００４７】
　以上のように、本発明の好ましい実施形態を用いて本発明を例示してきたが、本発明は
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、この実施形態に限定して解釈されるべきものではない。本発明は、特許請求の範囲によ
ってのみその範囲が解釈されるべきであることが理解される。当業者は、本発明の具体的
な好ましい実施形態の記載から、本発明の記載および技術常識に基づいて等価な範囲を実
施することができることが理解される。本明細書において引用した特許、特許出願および
文献は、その内容自体が具体的に本明細書に記載されているのと同様にその内容が本明細
書に対する参考として援用されるべきであることが理解される。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】本発明に係る移動通信端末機のパケットサービスを処理するための構成を示した
概略構成図である。
【図２】本発明に係る移動通信端末機のパケットサービス性能向上方法を示したフローチ
ャートである。
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